
 

 

兵庫県と株式会社イトーヨーカ堂、株式会社赤ちゃん本舗との「災害時における物資

供給に関する協定」の締結について 

 

 

 標記について、次のとおり、「災害時における物資供給に関する協定」を締結するこ

ととし、締結式を行いますのでお知らせします。 

 

 

１ 協定締結の目的 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、被災者に対して食料及び

生活必需品等の物資の安定供給を行うことにより、被災者の生活の安定を図る。 

 

２ 協定の相手方 

株式会社イトーヨーカ堂（東京都千代田区二番町 8番地 8） 

  株式会社赤ちゃん本舗（大阪府大阪市中央区南本町 3-3-21） 

 

３ 協定の概要 

 別添のとおり 

 

４ 協定締結式 

(1) 日 時 令和５年９月 15日（金）13時 00分から 13時 45分まで 

(2) 場 所 兵庫県災害対策センター１階災害対策本部室 

  (3) 出席者 兵 庫 県 ：遠藤 英二 防災監兼危機管理部長 

       株式会社イトーヨーカ堂 ：奥村 広美 販売本部西日本・信越ｿﾞｰﾝﾏﾈｼﾞｬｰ 

       株式会社赤ちゃん本舗 ：岩永 優美 管理本部ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ推進統括部統括部長 
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